
地域社会の安全・安心（治安）について

（1） 犯罪や生活に不安を感じさせる問題を防ぐために地域に必要なこと

問25 犯罪や生活に不安を感じさせる問題を防ぐため、どのようなことが地域に

必要だと思いますか。

あてはまるものにいくつでも○をつけてください。

　犯罪や生活に不安を感じさせる問題を防ぐため、地域に必要なことは「隣人などと
のつながりを強くする」（71.9％）が最も多く、７割強となっている。以下、「街中
の暗がりに防犯灯を増設する」（65.5％）が６割台、「犯罪多発地域に防犯カメラや
防犯ベルを設置する」（43.0％）が４割台、「警察と地域住民との合同パトロールを
活発にする」（34.9％）が３割台、「各家庭がセンサーライトなどの防犯設備を充実
する」（28.0％）、「市町村などの自治体の防犯活動を活発にする」（27.6％）、
「自宅の門灯や玄関灯を夜間点灯させ、周辺を明るくする」（26.6％）が２割台と
なっている。

7

全　体
（n=789）

0.5%
（4人）

1.0%
（8人）

2.4%
（19人）

28.0%
（221人）

27.6%
（218人）

26.6%
（210人）

43.0%
（339人）

65.5%
（517人）

8.6%
（68人）

19.9%
（157人）

34.9%
（275人）

71.9%
（567人）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 

隣人などとのつながりを強くする

街中の暗がりに防犯灯を増設する

犯罪多発地域に防犯カメラや防犯
ベルを設置する　　　　　　　　

警察と地域住民との合同パト　　
ロールを活発にする　　　　　　

各家庭がセンサーライトなどの　
防犯設備を充実する　　　　　　

市町村などの自治体の防犯活動を
活発にする　　　　　　　　　　

自宅の門灯や玄関灯を夜間点灯　
させ、周辺を明るくする　　　　

地域住民による防犯パトロール等
を活発にする　　　　　　　　　

民間警備会社にパトロールを依頼
する　　　　　　　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　

わからない　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　
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（2） 警察に要望する活動

問26 東日本大震災から１年余りが経過しましたが、震災以降の各種警察活動のうち、

どのような活動を要望しますか。

あてはまるもの１つに○をつけてください。

　警察に要望する活動は、「パトカー等による警ら活動」（50.7％）が最も多く、５

割となっている。以下「巡回連絡」（17.4％）、「学校等における子ども向け防犯教

室」（12.4％）、「地域集会所等における犯罪手口に関する防犯講話」（10.4％）、

「護身術教室」（3.9％）となっている。

全　体
（n=789）

無回答
2.3%
（18人）

その他
2.9%
（23人）

護身術教室
3.9%（31人）

学校等における
子ども向け
防犯教室
12.4%（98人）

地域集会所等に
おける犯罪手口に
関する防犯講話
10.4%（82人）

巡回連絡
17.4%
137人

パトカー等に
よる警ら活動
50.7%（400人）
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（3） 支援制度の認知状況

問27 あなたは、犯罪等の被害者やその家族又は遺族に対して行われている下記の

支援について、どの程度知っていますか。

それぞれ１～５の中であてはまるもの１つに○をつけてください。

　〈被害者参加制度〉（8.1％）を「内容まで知っている」と回答した人が最も多く、

差がなく、〈犯罪被害給付制度〉（8.0％）が続いているが、どちらも１割以下となっ

ている。

　「内容まで知っている」と「あることは知っている」を合わせた『知っている』計

の割合をみると、〈被害者参加制度〉（62.0％）が最も高く、６割強となっている。

〈犯罪被害給付制度〉（48.3％）と〈損害賠償命令制度〉（46.9％）が４割台、〈被

害者連絡制度〉（33.7％）が３割台、〈公費負担制度〉（22.7％）が２割台となって

いる。

　一方、「知らない」の割合は、〈公費負担制度〉（72.5％）が７割強で最も高く、

〈被害者連絡制度〉（61.1％）が続き、この２項目が５割を超えている。

全　体
（n=789）

3.3%
（26人）

2.4%
（19人）

5.7%
（45人）

8.1%
（64人）

8.0%
（63人）

30.4%
（240人）

53.9%
（425人）

41.2%
（325人）

40.3%
（318人）

20.3%
（160人）

48.2%
（380人）

34.1%
（269人）

61.1%
（482人）

46.9%
（370人）

72.5%
（572人）

5.2%
（41人）

4.9%
（39人）

4.8%
（38人）

4.8%
（38人）

3.9%
（31人）

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

１　被害者参加制度　

２　損害賠償命令制度

３　犯罪被害給付制度

４　公費負担制度　　

５　被害者連絡制度　

内容まで知っている あることは知っている 知らない 無回答

※１　被害者参加制度　：犯罪被害者や家族が、裁判に出席して被告人（加害者）に対して質問したり意見
　　　　　　　　　　　　を述べることができる制度
※２　損害賠償命令制度：損害賠償の請求に関し、刑事裁判の結果を利用して、比較的迅速・容易に損害を
　　　　　　　　　　　　回復できる制度
※３　犯罪被害給付制度：故意の犯罪によって死亡した被害者の遺族や、傷害や後遺障害を負った被害者本
　　　　　　　　　　　　人に対して、国が給付金を支給する制度
※４　公費負担制度　　：事実を立証するために必要な診断書等の経費や、性犯罪被害者に対する初診料や
　　　　　　　　　　　　緊急避妊薬の処方費用、性感染症検査費用等を警察が公費で負担する制度
※５　被害者連絡制度　：一定の事件事故の被害に遭った被害者、家族に対し、警察官が捜査の状況、犯人
　　　　　　　　　　　　を逮捕したことや、犯人は誰なのか、犯人はどのような処分を受けたか、送致し
　　　　　　　　　　　　た検察庁名などを捜査に支障がない範囲で知らせる制度
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（4） 犯罪被害者等に対する支援として必要な取組

問28 あなたは、犯罪等の被害者やその家族又は遺族に対する支援として、

どのような取組が必要だと思いますか。

あてはまるものいくつでも○をつけてください。

　犯罪等の被害者やその家族又は遺族に対する支援として必要な取組は、「被害者が

相談しやすい相談窓口の増設」（78.5％）が最も多く、８割弱となっている。次いで

「家事支援、育児支援などの生活支援や就労支援」（40.9％）が約４割となっている。

以下、「被害者が一時的に利用する住居やシェルターなど保護施設の整備」（38.9％）、

「生活資金等の貸付制度の整備」（32.7％）、「犯罪被害者等への支援に関する情報

の周知」（31.2％）が３割台、「民間被害者支援団体“（公社）ふくしま被害者支援

センター”の活用促進」（23.4％）が２割台で続いている。

全　体
（n=789）

1.6%
（13人）

1.4%
（11人）

4.7%
（37人）

1.5%
（12人）

23.4%
（185人）

31.2%
（246人）

40.9%
（323人）

32.7%
（258人）

38.9%
（307人）

78.5%
（619人）

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 

被害者が相談しやすい相談窓口の増設

家事支援、育児支援などの生活支援や
就労支援　　　　　　　　　　　　　

被害者が一時的に利用する住居や　　
シェルターなど保護施設の整備　　　

生活資金等の貸付制度の整備　　　　

犯罪被害者等への支援に関する情報の
周知　　　　　　　　　　　　　　　

民間被害者支援団体「（公社）ふくし
ま被害者支援センター」の活用促進　

特にない　　　　　　　　　　　　　

わからない　　　　　　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　　　
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（5） 地方公共団体が行う被害者支援に対する考え

問29 あなたは、県や市町村のような警察以外の地方公共団体が、犯罪等の被害者

支援を行うことについて、どのように思いますか。

あてはまるもの１つに○をつけてください。

　警察以外の地方公共団体が、犯罪等の被害者支援を行うことについては、「県民の

生活に身近な行政主体である県や市町村も積極的に取り組むべきである」（62.2％）

が最も多く、６割を超えた。以下、「被害者支援は国が取り組むべきものである」が

18.3％、「被害者支援は警察が取り組むべきである」が5.7％となっている。

　また、「わからない」が12.3％となっている。

全　体
（n=789）

県民の生活に身近な
行政主体である県や
市町村も積極的に
取り組むべきである
62.2%（491人）

被害者支援は、
国が取り組む
べきものである
18.3%（144人）

被害者支援は、
警察が取り組む
べきである
5.7%（45人）

わからない
12.3%
（97人）

無回答
1.5%
（12人）
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